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１　はじめに
（１）　インターネットの発展に伴い、ネット上での

権利侵害行為が増加している。これらの権利侵害
には、名誉棄損やプライバシー侵害のほか、著作
権侵害や不正競争行為・商標権侵害等がある。

ネット上での権利侵害行為に対する対応は、侵
害行為の差止や損害賠償の請求等を行うことが考
えられる。

侵害行為（掲示板への書き込み等）に対しては、
当該掲示板の管理者等に、当該書き込みの削除を
求める等の対応も考えられるが、侵害行為者（発
信者）に対して、直接、損害賠償請求等を行おう
としても、ネットの匿名性から、侵害行為者を特
定することが困難である。

そこで、侵害行為者に関する情報を有する者に
対して発信者情報の開示を求め、侵害行為者を特
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定する必要がある１。

（２）　ここで、「特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法
律」（以下、「プロバイダ責任制限法」という。）は、
４条において、「特定電気通信役務提供者」に対す
る発信者情報の開示請求について規定している２。
「特定電気通信役務提供者」とは、ウェブサイト

の管理者（ホスティングプロバイダ）やインター
ネットサービスプロバイダ（経由プロバイダ）等
である。また、「発信者情報」とは、発信者その他
侵害情報の送信に係る者の氏名（名称）、住所、発
信者の電子メールアドレス、IPアドレス等である。

すなわち、発信者情報開示請求は、侵害行為者
を特定するために、侵害行為が行われているウェ
ブサイトのサーバの管理者等に対して、侵害者

（発信者）に関する情報（氏名、住所、IPアドレス
等）の開示を求めるものである。

同条１項では、発信者情報の開示の要件が規定
されており、①「侵害情報の流通によって当該開
示の請求をする者の権利が侵害されたことが明ら
かであるとき」及び②「当該発信者情報が当該開
示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のため
に必要である場合その他発信者情報の開示を受け
るべき正当な理由があるとき」のいずれも満たす
場合に、発信者情報の開示を請求することができ
る旨定める。

（３）　同条は、実体法上の開示請求権を規定するも
のであり、被侵害者は、裁判外でも「特定電気通
信役務提供者」に対して、「発信者情報」の開示を
請求することができる。

したがって、被侵害者が裁判外で情報開示を請
求した場合、請求を受けた者は、任意に開示する
場合もある。ただ、インターネット上の表現行為は
表現の自由にも関わるものであり、また、個人情報
保護等の観点から、請求を受けた者が安易に開示
した場合、発信者の権利を侵害するおそれがある。

このため、被請求者は、上記の①②について検
討し、開示するかを慎重に判断する必要がある３。

（４）　請求を受けた者が、上記①②の要件を満たさ

ないと判断した場合又は判断が難しい場合等、任
意の開示が行われなければ、訴訟（又は仮処分）
により開示を求めることになる。

訴訟における発信者情報開示請求事件において
は、上記要件①の「権利が侵害されたことが明ら
かであるとき」の要件該当性の判断で、著作権侵
害行為等が実質的な争点となる。なお、②の要件
は、「損害賠償請求権の行使のために必要である
場合その他…正当な理由があるとき」とあるとお
り、比較的認められやすい要件である。

以下では、著作権侵害や不正競争行為等を理由
とした発信者情報開示請求事件の判決を紹介・検
討する。

２　著作権侵害が主張された発信者情報開示
請求事件

①東京地判平29・10・２（平29（ワ）21232号）〔公

約文事件〕

＜事案の概要＞

原告は、某空手団体の代表選挙に立候補した際
に作成した公約文の著作権者であると主張し、イ
ンターネット上の掲示板「２ちゃんねる」に投稿
された記事により、原告の著作権（送信可能化権）
等が侵害された旨主張して、被告（経由プロバイ
ダ）に対して、発信者情報の開示を求めた。

公約文には、「１・人事は、出来る限り会員の意
見を聞いて決めます。決して独断と密室で決めま
せん。」、「２・総会へ出席する時の会員（社員）の
交通費・宿泊費・食事代を補助します。」など公約
19項目、原告の信条等が記載されている。

被告は、公約文の著作物性を否認する等して
争った。

＜判決の概要＞

〔１〕「本件文書は、総極真の代表選挙における原
告の公約文であり、被告は、本件文書を構成す
る個々の表現は、公約としてありふれた表現で
あるとして、著作物性を争う旨主張する。

しかしながら、もとより、選挙公約には様々
な内容のものがあり得るところ、…本件文書に
は、総極真の代表選挙における原告の19個もの
公約や信条に係る記載があり、全体として40以
上の文章からなるまとまりのある文書であると


